
規

則 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
号 

 
 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第

六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
を
削
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
及
び
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
六
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
七
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
八
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
九
号
か
ら
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
号
の
二
か
ら
様
式
第
二
十
八
号
ま
で
の
規
定
及
び
様
式
第
三
十
号
中
「 
」
を

削
る
。 

 

様
式
第
三
十
一
号
中
（
注
）
３
を
削
り
、
（
注
）
４
を
（
注
）
３
と
し
、
（
注
）
５
を
（
注
）

４
と
す
る
。 

 

様
式
第
三
十
五
号
及
び
様
式
第
三
十
六
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第 

 

三
号
ま
で
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
十
号
、
様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
二 

 

十
二
号
ま
で
、
様
式
第
二
十
五
号
の
二
か
ら
様
式
第
二
十
八
号
ま
で
、
様
式
第
三
十
号
、
様
式 

 

第
三
十
一
号
、
様
式
第
三
十
五
号
及
び
様
式
第
三
十
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施 

 

行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
十
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
費
用
の
徴
収
額
か
ら
適
用 

 

し
、
同
日
前
の
費
用
の
徴
収
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

㊞
 

印
 

医
師
氏
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）
 

㊞
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 
㊞

 

印
 

印
 

㊞
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

あ
て
先

 
宛
先

 

医
師

氏
名
 

㊞
 

㊞
 

署
名

 
同
意

 



 

定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


